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第1表 民事・行政事件年度別一覧表

P 令和3年10月31日現在

(注1） 「訴駿｣とは.次の事件をいう。

’民事控訴(ﾈ）
2民事上告(ツ）

3民事再審翫舩(ム）

4民事第一審(ワ）

5行政第一審(行ケ）

6行政控訴(行.）

7行政再審翫腿(行ｿ）

(注3） 「その他｣は,次の事件である。

‘ 1民事上告提起(ネオ）
2民事上告受理申立て(ネ受）
3民事特別上告提起(ツテ）
4民事許可抗告申立て(ﾗ許）
5民事特別抗告提起(ラク）
6人身保穫(人ナ）

7民事雑(ヴ･人ｳ）
8行政上告提起(行サ）
9行政上告受理申立て(行ﾉ）
･10行政特別上告提起(行ｼ）
’1行政許可抗告申立て(行ﾊ）
12行政特別抗告提起(行セ）
13行政雑(行ﾀ）

‘ 14.調停

(注2） 『抗告｣とは,次の事件をいう。
1，民事抗告(民事,執行,家事)(ﾗ）

2民事再審抗告(ﾑ）
S行政抗告(行ス） …

4行政再審抗告(行ｿ）

(注4)令和3年の件数は,10月31日までの実件数を基礎として年間の件数を算出した推計値であるb
その算出方法は, ､次のとおりである。
1令和3年の年間の新受件数(推計値）

（令和3年1月～令和3年10月の新受件数)×(令和2年の年間の新受件数）

÷(令和2年10月の新受件数）
2令和3年の年間の既済件数(推計値）
（令和3年1月~令和3年10月の既済件数)x(令和2年の年間の既済件数）

÷(令和2年10月の既済件数）
3令和s年末の未済件数〈推計値）
（令和2年末の未済件数)＋(令和3年の年間の新受件数(推計値))､令和3年の年間の既済件数(推計値))

※知財寓裁の事件数を除く(以下の各表についても同様である｡)d

※令和2年の数値は,速報値である（以下の各表についても同様である｡)。

-1-

訴訟(注1）

新受 既済 未済

1

新受

向告(注2）
▲

既済 未済

その他(注3)

男
卜
■

受 既済 未済

合計

新昌 I

D 既済 未済
平成23年 9,352 9j411 3,631 2,595 2,570 707

■
け
も 、535 5,465 1,170 17,41 l2 17,446 5,508

うち行政事件数 456 446 233 68 78 26 → 820 794 199 1,344 1,318 458

平成24年 9,262 9,551 3,342 2,959 .3,093 573 6j209 6,190 1,189 18,430 18,834 5,104
うち行政事件数 548 535 246 80 80 26 793 818 ・ 174 1,421 1,433 446

平成25年 8,233 8,673 2,902 2,692 2b766 499 6,534 6,374 1,349 1フ 459 17,812 4，7
うち行画 K件敵 591 621 216 74 76 24 841 835 180 1 506 1,532 420
平成26年 7,526 7,689 2,739 2,698 ． 2,7“ 457 5,904 6,059 1,194 16 128 16,488 4j391
うち行政事件敵 556 543 229 90 79 35 808 797 191 1 454 1,419 455

平成27年 7,226 7,418 2,547 2j604 2,410 651 5,548 5,663 1,079 15,378 15,492 4,276
うち行政事件数 534 545 218 98 90 43 821 835 17フ 1,453 1,470 438

平成28年 6,738 6,848 2,437 2,390 2,388 653 5,717 5,672 1,124 14,845 14 908 4,213
うち行政事件数 501 522 197 67 70 40 780 787 170 1,348 1 379 407

平成29年
6

6,584 6,612 2,409 2,563 2,635 581 14,930 14,649 1-4 24.077 23 896 4,394
うち行政事件数 450 465 182 88 97 → 31 2.856 2,850 ’ 176 3,394 3 412 389

平成30年 6,339 6j533 2215 2,570 2,551 600 5,632 5,877 1,160 14,541 14 960 3,975
うち行政事件数 413 432 163 98 102 27 754 808 122 1,265 1 342 312

平成31年／令瀦 6,024 5,787 2,452 2,783 2,875 508 ･7,265 7,064 1,361 16,072 15 724 4,322
うち行政事件数 407 388 182 145 149 23 1ぅ256 1,237 141 1 808 1 773 347

令和2年 5,015 4,390 3,077 2,584 2455 637 6,285 5,813 1,835 13 886 12 658 5,549
うち行政事件数 303 294 191I98l " 『 31 1,166 1 771 536 1 567 1 155 758
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第2表訴訟事件(ネ,行．,行ケ,ツ等)(新受･既済･未済)件数年度別図表

（平成23年から令和3年10月まで）

I

(注）令和3年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。
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第3表民事控訴事件(ネ)<新受･既済･未済)件数年度別図表

（平成23年から令和3年10月まで）、↑

(注)令和3年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である｡
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第4表行政控訴事件(行.)(新受･既済･未済)件数年度別図表

(注）令和3年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。
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第5表民事上告(簡裁第一審)事件(ﾂ)(新受･既済｡未済)件数年度別図表

(注)令和3年の件数は, '･月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。
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第6表の1 抗告事件(ラ,行ス等)(新受･既済･未済)件数年度別図表

（平成23年から令和3年10月まで）

’

(注）令和3年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。
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第6表の2 抗告事件(ラ)(行ス)種別新受件数内訳表

(注）令和3年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を算出した
推計値である。
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第7表特別部担当事件年度別一覧表

令和3年10月31日現在

､

(注1）第1特別部は, (行ケ)のみ計上:

(注2）第2特別部は, （人ナ)のほか, （ネオ)，

(注3）第3特別部は, （行ケ)及び(ワ)を計上

(注4）第4特別部は, （行ケ)のみ計上

(ラク)を含む。
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第8表 民事控訴事件(本)の終局区分別内訳

(平成23年から令和3年10月まで）

種類 総数 判決 和解 駁下等
年

｜ ％妬 ％
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(注）令和3年の件数は, 10月81日までの事件数を基礎として年間の件数を
算出した惟計値である。 ノ
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第9表の1 民事･行政事件の判決における取消し,上告件数等調べ

I

(湖1上告提起と上告受理申立ての双方があったものについては, 1件として計上した。

(注)2行政第宇審(行ケ)の件数は,総数から知的財産に関する事件数を控除したものである。
(注)3令和3年の件数は, 10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を
算出した推計値である。
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第9表の2 原判決取消件数等推移表
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第10表 許可抗告申立事件(新受･既済｡未済)件数調べ

(平成23年から令和3年10月まで）

10月31日までの事件数を基礎として年間の件数を令和3年の件数ば1C

算出した推計値である。

(注〉

－12－

民事許可抗告(ﾗ許）
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第11表の1 民事･行政既済事件の審理期間調べ

－13－
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第11蜜の2既済事件審理期間内訳蕊

(令和3年1月から10月まで）

3月超
6月以内
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第12表の1 民事･行政未済事件の審理期間調べ

令和3年10月31日現在

－15－
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第12表の2未済事件審理期間内訳表

令和3年10月31日現在
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第12表の3 種類別民事行政未済事件の審理期間内訳表

令和3年10月31日現在
命

－17－

総数

審 理 期 間
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第13表多数冊事件新受件数年度別経過表及び図表(平成23年から令和3年10月31日まで）
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第14表法廷内における写真撮影回数及び傍聴券交付回数

---.---法廷内における一一傍聴券交付件数｜
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第15表の1 民事･行政事件(新受･既済･未済)件数及び全国高裁に占める割合調べ

(令和2年）

(参

今

(注)新受,既済,未済事件の総数には,東京高裁専属管轄(平成25年法律第100号による
改正前の独禁法等)の第3特別部の事件(符号「ワ｣)を含まない。
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第痴表の2民事｡行政事件(新受・既済｡未済)件数及び全国高裁に占める割合調べ

〈令和2年）1
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